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「無電柱化の推進に関する法律」 概要 平成２８年１２月９日成立

災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化（※）の推進に関し、基本
理念、国の責務等、推進計画の策定等を定めることにより、施策を総合的・計画的・迅速に推進し、公共の福祉の
確保、国民生活の向上、国民経済の健全な発展に貢献

目的

１．国民の理解と関心を深めつつ無電柱化を推進
２．国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担
３．地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献

基本理念

１．国 ：無電柱化に関する施策を策定・実施
２．地方公共団体 ：地域の状況に応じた施策を策定・実施
３．事業者 ：道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、 技術開発
４．国民 ：無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力

国の責務等

基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表
（総務大臣・経済産業大臣等関係行政機関と協議、電気事業者・電気通信事業者
の意見を聴取）

無電柱化推進計画(国土交通大臣)

都道府県・市町村の無電柱化推進計画の策定・公表（努力義務）
（電気事業者・電気通信事業者の意見を聴取）

都道府県・市町村無電柱化推進計画

１．広報活動・啓発活動

２．無電柱化の日（１１月１０日）

３．国・地方公共団体による必要な道路占用の禁止・制限等の
実施

４．道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、これ
らの事業の 状況を 踏まえつつ、道路上の電柱・電線の新
設の抑制、既存の電柱・ 電線の撤去を実施

５．無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、成
果の普及

６．無電柱化工事の施工等のため国・地方公共団体・関係事業
者等は相互 に連携・協力

７．政府は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の
措置を実施

無電柱化の推進に関する施策

※ 無電柱化の費用の負担の在り方等について規定（附則2項）

（※） 電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱又は電線（電柱によって支持されるものに限る。以下同じ。）の道路上における
設置を抑制し、及び道路上の電柱又は電線を撤去することをいう

※ 公布・施行：平成２８年１２月１６日（附則１項）

（１条）

（２条）

（３～６条）

（７条）

（8条）

（９～１５条）
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[無電柱化率※]

無電柱化法を受けた初の法定計画であることの意義
を踏まえ、無電柱化の目的に応じた無電柱化率※の目標
を設定

「無電柱化推進計画」 概要 （１／２）

第１ 無電柱化の推進に関する基本的な方針

１．取り組み姿勢

我が国本来の美しさを取り戻し、安全で災害にもしなや
かに対応できる「脱・電柱社会」を目指す
・増え続ける電柱を減少に転じさせる歴史の転換期とする

２．進め方

１）適切な役割分担による無電柱化の推進
・道路管理者は、道路の掘り返しの抑制が特に
必要な区間において、電線共同溝等を整備

・電線管理者は、様々な手法を活用しながら、
自らも無電柱化を推進

２）国民の理解・関心の増進、地域住民の意向の反映
・無電柱化の重要性に関する国民の理解と関心を
深めつつ、無電柱化を推進

３）無電柱化の対象道路
①防災：緊急輸送道路、避難所へのアクセス道、
避難路 等

②安全・円滑な交通確保：駅周辺等のバリアフリー
化が必要な道路、通学路 等

③景観形成・観光振興：世界遺産周辺、重伝建地区
④オリンピック・パラリンピック関連：センター・コ
ア・エリア内の道路

４）無電柱化の手法
・地域の実情に応じた手法
電線共同溝方式、自治体管路方式、要請者負担方
式、単独地中化方式、軒下配線方式、裏配線方式

２０１８年度から２０２０年度までの３年間

第２ 無電柱化推進計画の期間

第３ 無電柱化の推進に関する目標

①防災

・都市部（ＤＩＤ）内の第１次緊急輸送道路 ３４％→４２％

②安全・円滑な交通確保

・バリアフリー化の必要な特定道路 １５％→５１％

③景観形成・観光振興

・世界文化遺産周辺の地区を代表する道路 ３７％→７９％

・重要伝統的建造物群保存地区を代表する道路２６％→７４％

・景観法に基づく景観地区等を代表する道路 ５６％→７０％

④オリンピック・パラリンピック関連

・センター・コア・エリア内の幹線道路 ９２％→完了

以上の目標を達成するためには、

約１，４００kmの無電柱化が必要

※無電柱化率：工事着手率

[電線共同溝整備率]

平成３０年４月６日
国土交通大臣決定
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「無電柱化推進計画」 概要 （２／２）

第４ 無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

第５ 施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項

１．広報・啓発活動
・「無電柱化の日」を活かしたイベントの実施
・無電柱化の効果について、実例の収集・分析等を進め、理解を拡大

２．地方公共団体への技術的支援
・条例の制定や、都道府県（市町村）無電柱化推進計画の策定を支援

１．多様な整備手法の活用、コスト縮減の促進
・軒下配線・裏配線、既存ストックの活用、PFI手法等多様な整備手法の活用
・浅層埋設方式及び小型ボックス活用埋設方式の普及促進
・直接埋設方式の技術開発を進め、早急な実用化及び普及 等

２．財政的措置
・無電柱化を実施した場合の占用料の減額措置の地方公共団体への普及
・緊急輸送道路等において、防災・安全交付金による重点的な支援
・無電柱化の迅速な推進や費用の縮減を図るための方策等に関する調査のため、
占用制限や占用料の見直し、官民連携の具体的な手法について検討しつつ、
交付金を活用し、道路事業に合わせて電線管理者が自ら行う無電柱化を支援 等

３．占用制度の的確な運用
・安全・円滑な交通確保の観点から新設電柱の占用制限措置を検討し、措置
・既設電柱の占用制限について検討し、措置
・道路事業に際し、既設電柱の撤去等を行うための運用方針の策定、道路法令の改正を検討
・外部不経済を反映した占用料の見直しを検討 等

４．関係者間の連携の強化
・地元関係者や道路管理者、地方公共団体、電線管理者による地元協議会等の設置
・学校等の公有地、公開空地等の民地を活用した地上機器の設置の推進 等
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【年度毎の無電柱化延長（着手ベース）】

S61 ～ H2 H3 ～ H6 H7 ～ H10 H11 ～ H15 H16 ～ H20 H21 ～ H29

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,000km

実績整備延長
約1,400km

実績整備延長
約2,100km

実績整備延長
約2,200km

平均整備延長
[200km/年]

平均整備延長
[250km/年]

平均整備延長
[350km/年]

平均整備延長
[420km/年]

平均整備延長
[250km/年]

平均整備延長
[440km/年]

第一期
計画

第二期
計画

第三期
計画

第四期
計画

第五期
計画 無電柱化

に係る
ガイド
ライン

整備延長
（km/年）

400

200

100

300

※整備延長：工事着手延長

H30 ～ H32

低コスト手法
の導入等

過去のピーク時と
同程度を目指し、

約1,400km/3年

無電柱化
推進計画

目標延長

無電柱化の整備延長の推移

○１年あたりの整備延長は、過去のピーク時と同程度を目標
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実績整備延長
約2,200km



多様な整備手法の活用、コスト縮減の促進①

管路の浅層埋設
（実用化済）

小型ボックス活用埋設
（実用化済）

直接埋設
（国交省等において実証実験を実施）

現行より浅い位置に埋設 小型化したボックス内に
ケーブルを埋設

ケーブルを地中に直接埋設

・浅層埋設基準を緩和

（平成28年4月施行）

・モデル施工（平成28年度～）

・電力ケーブルと通信ケーブルの離
隔距離基準を改定（平成28年9月施行）

・直接埋設方式導入に向けた課題の
とりまとめ（平成27年12月）

・直接埋設用ケーブル調査、舗装へ
の影響調査（平成28年度）

・実証実験を実施（平成29年度）
・全国展開を図るための「道路の無
電柱化低コスト手法導入の手引き
（案）」を作成（平成29年3月発出）

・全国展開を図るための「道路の無
電柱化低コスト手法導入の手引き
（案）」を作成（平成29年3月発出）

小型ボックスの事例

管路の事例（国内）
直接埋設の事例（京都）

通信
ケーブル

電力
ケーブル

※平成３０年度より、低コスト手法については、防災・安全交付金による重点配分 5

《低コスト手法の取組状況》



○ 見附市では、造成を進めている住宅地「ウェルネスタウンみつけ」において、
小型ボックス活用埋設、浅層埋設による無電柱化を実施

浅層埋設 小型ボックス活用埋設

○特徴

・事業箇所 ：新潟県見附市柳橋町地内

・路線名 ：市道 柳橋４４号線～５０号線

・延長 ：１，２８０ｍ

・無電柱化手法：電線共同溝

○概要
みつけし やなぎばしまち

やなぎばし

当初
舗
装
厚

90cm

見直し後

40cm

50cm

床掘断面が縮小

（一般部）

（特殊部）

FA

BD
高 高

低 低

低 低
高 高

従来
低圧電力線
と通信線の
同時収納に
より小型化

従来 見直し後

200

見直し後
250

坑外作業と
することで
小型化

1
5
0
0

1060

5
0
0

900

電力
線

通信
線

至 新潟市

中之島
見附IC

見附駅

◎見附
市役所

ウェルネスタウンみつけ

【現地の状況】

【施工状況写真】

（平成29年6月撮影）

（平成30年5月撮影）

○経緯

浅層埋設

小型ボックス活用

Ｈ２７．１２ 「見附市低コスト無電柱化モデル施工技術検討会」設立し技術検討を実施

H２９．２～ 無電柱化工事

Ｈ３０．５ 工事完了
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多様な整備手法の活用、コスト縮減の促進② 《低コスト無電柱化モデル施工》
み つ け し



・事業箇所 ：京都府京都市中京区石屋町

～柏屋町地内

・路線名 ：一般市道 先斗町通

・延長 ：４９０ｍ

・低コスト手法 ：小型ボックス活用埋設

○概要

小型ボックス活用埋設の検討のほか、特殊部の小
型化や地上機器の改良、美装化等を実施

○特徴

な か ぎょ う く い し や ちょ う

かしわやちょう

ぽんとちょうどおり

○京都市の先斗町は、幅員が狭く従来の電線共同溝整備が困難であったが、地域の協力を得て、小型ボックス
活用埋設による無電柱化を実施

＜現地の状況＞

Ｈ２６～ 京都市と先斗町街づくり協議会で無電柱化の検討

Ｈ２７．１２ 京都市で、地上機器設置へ協力いただく方と調印式を実施

Ｈ２９．２ 無電柱化 起工式

H２９．１２ 小型ボックス設置工事開始

○経緯

＜通信桝＞＜小型ボックス＞

【施工状況写真】

＜平面図＞

（平成30年2月撮影） （平成29年11月撮影）
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ぽんとちょう

多様な整備手法の活用、コスト縮減の促進③ 《低コスト無電柱化モデル施工》



・事業箇所：京都府京都市左京区吉田本町他

・路線名 ：一般市道 東一条通

・延長 ：７０ｍ（ケーブル敷設延長）

・道路幅員：１０．９ｍ

・協議会構成団体：

〈委員〉京都大学、関西電力㈱、西日本電信電話㈱、ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ㈱、京都市

〈オブザーバー〉国土交通省近畿地方整備局、経済産業省近畿経済産業局、

総務省近畿総合通信局

H２９年１１月中旬～１２月上旬：ケーブル敷設工事

Ｈ２９年１２月～H３０年１月：実証実験の実施

Ｈ３０年 ２月～３月 ：実験結果とりまとめ・報告の作成

○スケジュール

○概要
ヨシダホンマチ

京都市道東一条通において，電力・通信ケーブルを直接埋設し，通信状況等を継続観測してケーブ
ルの信頼性（損失状況等）を確認するとともに，一定期間経過後のケーブル及び舗装の健全性(破損
状況等)を確認

本実証実験の結果、電力需要や引込みが少ない箇所では直接埋設は可能であると考えられる

実証実験箇所
東一条通

京都大学

京都大学

東
大
路
通

平面図

現地写真

○検証結果
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・施工方法、ケーブル品質、舗装への影響、ケーブル埋設表示方法等の検証を行い、

直接埋設の実用化に向けた有益な結果が得られた。

《低コスト無電柱化実証実験》多様な整備手法の活用、コスト縮減の促進④



国庫債務負担行為の拡充（最大１５年）

○電線共同溝事業の本体工事期間に予算のピークが立つため、平準化が必要
⇒ ＰＦＩ手法を導入した場合、施設整備費の割賦払いが可能

○電力会社や通信会社などの関係者が多く、事業調整に時間を要している
⇒ 管路整備に精通した民間の技術やノウハウの活用を促進
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○事業の内容

• 事業対象区域において整備する電線共同溝等の設計、工事及び
維持管理を実施

• 電線共同溝等には、電線共同溝（管路、特殊部）に加え、それに伴
う歩道整備を含み、通信・電力管路に敷設される通信・電力ケーブ
ル、トランス等の地上機器は含まない

• 事業方式はBTO方式（Build-Transfer-Operate）を採用

国道９号 安来地区 国道３３号 東石井・天山地区

期間
平成３０年３月２６日

～平成４４年３月３１日
設計工事：7年、維持管理：7年

平成３０年３月３０日
～平成４４年３月３１日

設計工事：4年、維持管理：10年

区間

一般国道9号
島根県安来市安来町

～飯島町地内
延長 約１．０ｋｍ

一般国道33号
愛媛県松山市東石井2丁目

～小坂5丁目
延長 約３．１ｋｍ

多様な整備手法の活用、コスト縮減の促進⑤ 《ＰＦＩ手法を活用した無電柱化》



財政的措置

電力

車道

歩道

車道

歩道

〈バリアフリー化に伴う無電柱化の例〉

通信 CATV

一体整備

バリアフリー等

〈現況〉

バリアフリー化
（基幹事業）

電線管理者による
単独地中化

（効果促進事業）

占用制限や官民連携の具体的な手法について検討しつつ、社会資本整備総合交付金等
を活用して、道路事業と一体となった電線管理者が行う無電柱化を支援

事業概要
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《官民連携無電柱化支援事業（Ｈ３０新規制度）》



1 1 1 1 1 1 1
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23 24
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0
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20

30
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H28.4 H29.4 H29.7H29.10H30.1 H30.4 H30.7
国 都道府県 市町村 実施延長

○ 国、２４都府県、３９市町の約５０，０００ｋｍにおいて、道路法第３７条に基づく新設電柱
の占用を禁止する措置を実施

実施済団体数

都道府県及び一部の市区町村で適用

都道府県のみで適用

適用自治体なし

一部の市区町村で適用

凡例

※直轄国道（約２万ｋｍを指定）

10 11

15
17

57

1

占用制限延長（ｋｍ）
64

《新設電柱の占用禁止措置実施状況の推移》 《都道府県別 新設電柱の占用禁止措置実施状況》

※自治体への聞き取りによる集計（平成30年6月30日までに告示）
11

占用制度の的確な運用① 《緊急輸送道路等における新設電柱の占用禁止》



道路法第37条に基づく占用制限の対象に「幅員が著しく狭い歩道について歩行者の安全かつ

円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合」を追加

※優先的に対応すべき道路として、歩行者や車いす利用者・ベビーカーが多い歩道のうち、電柱があることにより十分な有効幅員
が確保されていないものを想定

○現行規定では「災害時の被害拡大防止」や
「車両の能率的運行確保」を目的に占用制限が可能

○幅員の狭い歩道上の電柱が歩行者や
車いす利用者・ベビーカーの安全で円滑な通行に支障

※現行規定では、歩車道が分離された歩道において歩行者や車いす利用者・
ベビーカーの安全・円滑な通行の観点から占用制限ができない

課 題

法改正の概要

通学児童が車道にはみ出す事例

占用制限

2.0m2.0m

電柱により車道にはみ出す

2.0m2.0m

歩道を安全・円滑に歩ける

歩道ではすれ違えず
車道にはみ出す事例

占用制度の的確な運用②

12

《道路法第37条の改正(幅員が著しく狭い歩道における占用制限)》
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道路法（昭和二十七年法律第百八十号）〔抄〕

（道路の占用の禁止又は制限区域等）
第三十七条

道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわら
ず、区域を指定して道路（第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。）の占用を禁止し、又は
制限することができる。

一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため
に特に必要があると認める場合

二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると
認める場合

三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合

（略）

検討課題

○対象道路

道路幅員、道路の位置づけ、交通状況等の対象

道路の考え方

○既存電柱の取扱い

現在、運用されていない既存電柱の占用制限の

具体的措置の考え方
Ｗ＝５．６ｍ 1.6m

1.2m

幅員が著しく狭い歩道
交通が著しくふくそうする道路、
幅員が著しく狭い道路

イメージ

占用制度の的確な運用③ 《道路法第３７条第１項第１～３号の運用》



（電柱又は電線の設置の抑制及び撤去）

第十二条 関係事業者は、社会資本整備重点計画法（平成十五年法律第二十号）第二条第二項第一号に

掲げる事業（道路の維持に関するものを除く。）、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四条第

七項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施される場合には、これらの事業の状

況を踏まえつつ、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにするとともに、当該場合に

おいて、現に設置し及び管理する道路上の電柱又は電線の撤去を当該事業の実施と併せて行うことが

できるときは、当該電柱又は電線を撤去するものとする。

検討課題

○対象事業

無電柱化法第１２条に明記されている事業以外

の類する事業の考え方

○対象工事

対象となる工事の要件（掘削深、延長）、通知の

タイミングの考え方 概ね電線を敷設する深さまで掘削する工事

イメージ

車道民地

表層

上層路盤

下層路盤

路床

歩道（バリアフリー化）

表層

路盤

路床

路盤構築のため掘削
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占用制度の的確な運用④ 《無電柱化法第１２条の運用》



白馬村無電柱化条例（平成30年6月18日公布） 芦屋市無電柱化推進条例の骨子（パブリックコメント提示）

○最近では、つくば市、東京都に続き、白馬村で6月18日に条例公布、芦屋市でパブリックコメント実施

災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図
るため、無電柱化の推進に関し、基本理念、村の責務等、推進計画の
策定その他必要な事項等を定めることにより、施策を総合的・計画
的・迅速に推進することを目的

目的

１．村民の理解と関心を深めつつ無電柱化を推進
２．国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担
３．地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献

基本理念

１．村 ：無電柱化の推進に関する施策を策定・実施
２．事業者 ：道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、 技術開発
３．住民 ：無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力

村の責務等

基本方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表 等

無電柱化推進計画

１．広報活動・啓発活動
２．無電柱化の日（１１月１０日）
３．村による必要な道路占用の禁止・制限等の実施
４．道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、道路上の電
柱・電線の新設の抑制、既存の電柱・ 電線の撤去を実施

５．無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、成果の普及
６．無電柱化工事の施工等のため村・関係事業者等は相互 に連携・協力
７．村は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を実施

無電柱化の推進に関する施策

（１条）

（２条）

（３～５条）

（６条）

（７～１３条）

・無電柱化の推進は、無電柱化の重要性に関する市民の理
解と関心を深めつつ、国、県、 市及び関係事業者の適切
な役割分担の下に行う。
・無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域
住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に
資するよう行う。

基本理念

１．市 ：無電柱化の推進に関する施策を策定・実施
２．事業者：道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、 技術開発
３．市民 ：無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力

責務等

基本方針・目標・施策を定めた無電柱化推進計画を、関係
事業者や市民の意見を聴き、策定

無電柱化推進計画

無電柱化の推進に関する施策

①市民の理解及び関心の増進
②道路の占用の禁止
③無電柱化された地区の維持
④電柱又は電線の設置の抑制
及び撤去

⑤宅地開発による無電柱化の
推進

⑥調査研究，技術開発等の推
進等

⑦関係者相互の連携及び協
力

⑧その他の施策
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地方公共団体への技術的支援① 《無電柱化に関する条例の制定》



○近年の無電柱化に対する様々なニーズに対応するため、計画期間を10年間として、優先的に取
り組む箇所の考え方や課題解決に向けた方策など、無電柱化推進に関する方針をとりまとめ

①都市防災の向上
・広域緊急交通路（重点14路線）：

後方支援活動拠点から沿岸部に向かう緊急車両の通行ルート

・防災拠点(※1)へのアクセス道路：
自動車専用道路および重点14路線から、アクセスする道路

・密集市街地事業地区(※2)：地区内の幹線道路(都市計画道路)
※1 防災拠点のうち、現地災害対策本部（府民センター）、広域防災拠点、後方支援活動拠点、

災害拠点病院を対象
※2 密集市街地事業地区のうち、「地震時に著しく危険な密集市街地」内を対象

②安全で快適な歩行空間の確保
・バリアフリー重点整備地区：特定道路、生活関連経路

・歩道のない道路（路肩幅員0.5m以下）：
バス路線や通学路で交通量の多い区間

③良好な都市景観の確保

・観光地周辺：世界遺産、日本遺産周辺などの道路

・面開発事業（土地区画整理事業、市街地開発事業など）地区：
地区内の主要道路

注：上記①〜③に関わらず、市街地における新設道路は無電柱化

■無電柱化の目的、優先的に取り組む箇所の考え方

広域緊急交通路（重点１４路線）及び防災拠点位置図
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地方公共団体への技術的支援② 《大阪府無電柱化推進計画（平成３０年３月策定）》



無電柱化施策の今後の方向性

課題 現在の取組 今後の方向性

無

電

柱

化

施

策

低コスト手法の普及
拡大

財政的措置

占用制限
（防災、安全）

占用料のあり方 －

地元・電線管理者と
の調整

○直接埋設の技術マニュアルを作成し、全国
に普及
○地上機器の低コスト化等技術開発を促進

○緊急輸送道路等における電柱の新設
を禁止（防災）
○道路法第３７条の占用制限の対象道
路の拡大（安全）

○占用制限の対象に、緊急輸送道路等
のほか、幅員が著しく狭い歩道等を追
加し、ガイドライン等の作成により推進
○道路事業等の実施にあわせ、道路上
における電柱の設置の抑制や、既設
電柱の撤去を推進

○浅層埋設や小型ボックス活用埋設の技
術マニュアルを作成し、全国に普及
○直接埋設の実証実験を実施

○外部不経済を反映した占用料の見直し
を検討

○地上機器の設置場所など協議会に
よる合意形成
○各協議会に地元代表者を含めるなど
合意形成を図る体制を新たに構築

○合意形成のガイドラインを作成し、工事
時期等の調整、昼間施工、公有地や民
地利用を促進

○PFIの直轄国道での実施
○官民連携無電柱化支援事業に着手

○PFIの地方公共団体への普及・拡大
○電線管理者が行う単独地中化を促進
するための財政的支援の検討
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